[bookmark: _Hlk136440786]iStorage NSシリーズ従量課金サービスの利用にかかる基本契約書

事業者（下記に記載）と日本電気株式会社（以下「当社」といいます）とは、当社が提供する「iStorage NSシリーズ従量課金サービス」（以下「本サービス」と総称します）を事業者が自社のサービスとして第三者へ利用させることに関して基本的事項を定めるため、次のとおり契約を締結します。

	契約番号　：

	契約締結日：



	事業者：





	当社：
東京都港区芝五丁目７番１号
日本電気株式会社
＜役職＞
＜氏名＞　　　　　　　　　　　　　　印






第１条（定義および優先関係）
１．本契約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。また、「iStorage NSシリーズ従量課金サービス 利用契約約款」（以下「利用約款」と総称します）において定義された用語は、本契約においても同一の意味を有するものとします。
(１)「事業者サービス」とは、本サービスに付加価値を付したうえで第三者に利用させる事業者のサービスをいいます。
(２)「サービス利用者」とは、事業者サービスを利用する者をいいます。
(３)「利用契約」とは、サービス利用者毎もしくは本サービスで提供されるサービス提供用機器毎に、本基本契約および当該事業者サービスにおいて利用されている本サービスに関する利用約款に同意のうえで、事業者と当社の間で締結する本サービスの利用に関する契約をいいます。
(４)「サポートＩＤ」とは、本サービスに基づき当社から提供されるサービス提供用機器のハードウェアおよびソフトウェアに対して、本サービスに基づく当社のサポートサービスを提供するために当社が事業者経由でサービス利用者に対して付与するＩＤをいいます。
２．事業者は、第２条の定めに基づき本サービスを組み込んだ事業者サービスを自ら、もしくはサービス利用者の利用に供することができるものとし、当該提供時における事業者の本サービスの利用条件については、事業者サービスにおいて利用されている本サービスにかかるそれぞれの利用約款に従うものとします。
３．利用約款の規定と本契約の規定との間に相違がある場合は、本契約の規定が優先して適用されるものとします。

第２条（事業者サービスでの本サービスの利用）
１．事業者および当社は、事業者が本契約に定める事業者の義務および利用契約に定める契約者の義務を遵守することを条件として、利用契約で利用が可能となる本サービスに関し、事業者の費用と責任において、以下に定める事項を行うことができることを確認します。
(１)事業者サービスとしてサービス利用者に対して提供する際に、そのうちの本サービスに関する部分を、内容、仕様および利用条件を変えずに利用させること。
(２)利用契約に基づき当社から事業者に提供された本サービスにかかるサポートＩＤを、事業者サービスの提供に際し、当該利用契約で指定されたサービス利用者に対してそのままの形で提供し、サービス提供用機器のハードウェアおよびソフトウェアに関する当社のサポートサービスを、サービス利用者に対して直接利用させること。
２．事業者は、事業者サービスにおいてサービス利用者に本サービスを利用させるにあたり、利用契約のサービス要綱で定める設置場所として、サービス利用者の所有、管理または使用する権利のある場所を指定することができます。この場合、当社からサービス提供用機器の引き渡しは、別段の定めのない限り、当該指定された場所とします。
３．事業者は、サポートＩＤをサービス利用者に提供するにあたっては、当該サービス利用者に対し当該サポートＩＤを当社のサポートサービスを利用する目的でのみ使用させるものとし、他の目的で使用し、事業者を含むサービス利用者以外の者が使うことはできないことを確認します。
４．事業者は、事業者サービスにおける本サービスの実施に必要な範囲で、前項に定める設置場所の住所等のサービス利用者に係る情報（個人情報を含みます）を当社に提供することについて、事前にサービス利用者からの承諾を得ておくものとします。
[bookmark: _Hlk136443216]５．サービス提供用機器の障害が疑われる場合、当社がサービス提供用機器の状態確認または修理を行うために第3項で指定された設置場所にて作業を実施することについて、事業者は事前にサービス利用者からの承諾を得ておくものとします。

第３条（サービス利用者の義務）
　　事業者は、本契約、利用約款および利用契約に基づき事業者が負う義務（利用料金等の支払いならびにその性質によりサービス利用者が負う必要のない事項を除きます）と同等の義務（本条において以下「対象義務」と総称します）を、事業者の責任において、事業者サービスの販売者およびサービス利用者に遵守させるものとします。また、事業者サービスの販売者およびサービス利用者による対象義務の違反は、事業者による本契約等の違反として扱うものとします。

第４（本サービスに関する問い合わせ対応等）
１．事業者は、本サービスを事業者サービスにおいてサービス利用者に利用させるにあたり、事業者の費用と責任において、サービス利用者その他第三者からの事業者サービス（本サービスを含みます）に関する問い合わせ等に対応するものとします。
２．事業者は、前項に基づき本サービスに関するサービス利用者その他事業者サービスの販売者を含む第三者から受けた問い合わせにつき、必要な切り分けを行ったうえで、必要に応じて、当社に対し問い合わせを実施するものとします。
３．事業者は、事業者がサービス利用者から本サービスに関する苦情を受けた場合、事実関係等について速やかに調査を行い、当社に報告するものとすします。
４．事業者は、本サービスに関して当社から受けた通知のうち、サービス利用者に関係するものについては、当該サービス利用者に対して通知するものとします。
５．当社は、事業者がサポートＩＤをサービス利用者に提供した場合には、サービス仕様書に記載のサービス提供用機器のハードウェアおよびソフトウェアに関するサポートサービスをサービス利用者に対して直接提供します。それ以外の本サービスに関するサポート（本サービスの利用方法や仕様についての質疑応答を含みますがこれに限りません）については提供しません。
６．事業者は、当社が本サービスにおいてサービス提供用機器の状況の確認が必要なときにはサービス利用者に直接問い合わせすることについて、事前にサービス利用者の承諾を得ておくものとします。

第５条（事業者の地位）
１．本契約は、事業者に対し、当社の代理人としての地位を与えるものではなく、事業者は、第三者に対し、当社の代理権を有する旨の表示を一切行わないものとします。また、事業者は、当社の信用を毀損しまたは毀損するおそれのある行為を一切行ってはなりません。
２．事業者は、サービス仕様書および説明等の記載事項（当社の著作権、商標権およびその他の権利表示を含む）を当社の事前の書面による同意なく変更または削除してはならないものとします。

[bookmark: _Ref169592247]第６条（本契約の終了）
１．事業者および当社は、３ヶ月前までに書面で当社に通知することにより、本契約を終了することができるものとします。
２．当社は、契約者が本契約に違反した場合には、勧告を要することなく本契約および本契約にかかる利用契約をただちに解除することができるものとします。

第７条（本契約の有効期間）
１．本契約は、本契約締結日から前条による本契約の終了（解除を含みます）まで、有効に存続するものとします。
２．理由のいかんを問わず、本契約が終了した場合において有効な利用契約について、事業者と当社との間で別途合意がなされない限り、当該利用契約は本契約の終了をもってただちに終了するものとします。
３．前項の規定に基づき、本契約の終了に伴い利用契約が解約されることになる場合において、当該利用契約においてサービス利用者に対し設定されていた有償期間にかかる料金に未払いの残存分があるときには、事業者は当社に対し当該未払い分を、違約金として当社に対しただちに支払うものとします。

第８条（反社会的勢力との取引排除）
１．事業者および当社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとします。
(１)自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」と総称します）ではあること、
(２)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(２)自己または自己の役員が、反社会的勢力を利用すること
(３)自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、関与をすること
(４)自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(５)自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、また、相手方の業務を妨害すること
(６)自らまたは第三者を利用して、相手方に対し法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと
２．事業者および当社は、相手方が前項の確約に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明した場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
３．事業者および当社は、相手方が第１項各号の一に違反した疑いがあると合理的に認められる場合は、当該違反の有無を確認することを目的として調査を行うことができるものとし、相手方は、当該調査に協力するものとします。
４．事業者および当社は、自己または自己の役員（契約者の場合は利用者およびその役員を含みます）が第１項の規定に違反し、またはそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとするものとします。
５．事業者は、事業者サービスの販売者やサービス利用者が本条に定める反社会的勢力に該当しないことについて、当社に対して責任を負うものとし、本項に違反する場合には、当社はそれに係る利用契約をただちに解除することができるものとします。
５．第１項への違反に基づき本契約が解除されたときに、被解除者が解除者に対する金銭債務を負っている場合には、当該金銭債務につき期限の利益を失い、被解除者は解除者に対し、ただちにこれを弁済するものとします。
６．第１項への違反に基づき当社が利用契約を解除した場合で、当該利用契約においてサービス利用者に対し設定されていた有償期間にかかる料金に未払いの残存分があるときには、事業者は当社に対し当該未払い分を違約金としてただちに当社に支払うものとします。


 2 / 2
